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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第27期
第１四半期
累計期間

第26期

会計期間
自平成23年９月１日
至平成23年11月30日

自平成22年９月１日
至平成23年８月31日

売上高（千円） 10,748,10253,683,805

経常利益又は経常損失（△）（千円） △470,874 2,248,240

当期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △305,037 1,251,455

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － －

資本金（千円） 593,373 593,373

発行済株式総数（株） 7,168,600 7,168,600

純資産額（千円） 6,753,731 7,196,708

総資産額（千円） 14,573,67716,454,681

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）（円）
△42.55 199.28

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 20.00

自己資本比率（％） 46.3 43.7

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため、記載しておりません。　

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　

６．当四半期報告書は、第１四半期報告書に係る最初に提出する四半期報告書であるため、第26期第1四半期累計

期間を記載しておりません。　

　

EDINET提出書類

株式会社クロタニコーポレーション(E25443)

四半期報告書

 2/15



２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間における世界経済は、長期間の債務削減により高水準の失業率が続く米国や政府債務危機

で混迷が続く欧州等、先進国は停滞感が強まりました。また、中国初め新興国も、金融引き締めの影響もあり減速基

調となったことから、全体としては、調整色の濃い状況でした。

　我が国経済も、欧米先進国の景気低迷による大幅な円高や需要の停滞を受けて輸出が減少し、また内需の回復も、

震災後の生産活動の正常化一巡やタイの洪水の影響から先行き不透明感の強い状況となりました。

　当第１四半期累計期間における当社を取り巻く環境は、このような世界経済・国内経済の動向からリスクオフの

動きが強まり、商品市場から資金が流出、ロンドン金属取引所の銅価格は前期末比19.5％下落したことや国内外の

需要減少による販売数量の減少から、当社業績は売上高107億48百万円、営業損失４億53百万円、経常損失４億70百

万円、四半期純損失３億５百万円となりました。

　　　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額はありません。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

　　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,168,600 7,168,600
東京証券取引所

（市場第二部）

１単元の株式数は

100株であります。

普通株式は完全議決

権株式であり、権利

内容に何ら限定のな

い、当社における標

準となる株式であり

ます。

計 7,168,600 7,168,600 － －

　　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年９月１日～

平成23年11月30日 
－ 7,168,600 － 593,373 － 293,024

　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

 平成23年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　7,168,400 71,684

権利内容に何ら限定の

ない、当社における標

準となる株式でありま

す。

単元未満株式 普通株式　　　　200 － －

発行済株式総数 7,168,600 － －

総株主の議決権 － 71,684 －

　

②【自己株式等】

 平成23年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成23年９月１日から平成23年

11月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,125,373 2,688,733

受取手形及び売掛金 6,673,896 5,343,464

商品及び製品 905,725 1,028,337

仕掛品 112,361 113,861

原材料及び貯蔵品 2,075,303 1,227,233

その他 1,367,396 1,035,920

流動資産合計 13,260,058 11,437,550

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 943,283 905,256

有形固定資産合計 2,464,405 2,426,377

無形固定資産 64,241 59,304

投資その他の資産 665,976 650,444

固定資産合計 3,194,622 3,136,126

資産合計 16,454,681 14,573,677
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,247,250 1,315,051

短期借入金 3,898,810 2,903,170

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 837,984 939,584

未払法人税等 771,312 2,249

引当金 24,618 8,121

その他 460,729 461,027

流動負債合計 7,310,705 5,699,204

固定負債

社債 45,000 45,000

長期借入金 1,836,807 2,009,111

引当金 65,459 66,631

固定負債合計 1,947,266 2,120,742

負債合計 9,257,972 7,819,946

純資産の部

株主資本

資本金 593,373 593,373

資本剰余金 1,092,482 1,092,482

利益剰余金 5,550,591 5,102,181

株主資本合計 7,236,446 6,788,036

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39,737 △34,305

評価・換算差額等合計 △39,737 △34,305

純資産合計 7,196,708 6,753,731

負債純資産合計 16,454,681 14,573,677
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 10,748,102

売上原価 10,916,172

売上総損失（△） △168,069

販売費及び一般管理費 285,789

営業損失（△） △453,859

営業外収益

受取利息 91

受取配当金 672

デリバティブ運用益 1,460

助成金収入 1,653

その他 1,558

営業外収益合計 5,436

営業外費用

支払利息 19,210

その他 3,240

営業外費用合計 22,450

経常損失（△） △470,874

特別利益

固定資産売却益 25

特別利益合計 25

特別損失

固定資産除却損 212

投資有価証券評価損 38,858

特別損失合計 39,071

税引前四半期純損失（△） △509,920

法人税、住民税及び事業税 1,054

法人税等調整額 △205,937

法人税等 △204,883

四半期純損失（△） △305,037
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【会計方針の変更等】

該当事項はありません。　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

当第１四半期累計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）　

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

当第１四半期累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

減価償却費　 54,279千円
　
　

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）

配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月29日

定時株主総会
普通株式 143,372 20平成23年８月31日平成23年11月30日利益剰余金

　
(2) 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

　るもの

　　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社はインゴットの製造・販売及びスクラップの加工・販売を行う非鉄金属事業の他に美術工芸品の製造販売を

行っておりますが、非鉄金属事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額 42円55銭

（算定上の基礎）  

四半期純損失金額（千円） 305,037

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 305,037

普通株式の期中平均株式数（株） 7,168,600

　(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 平成24年１月６日

株式会社クロタニコーポレーション  

取締役会　御中  

 有限責任監査法人　トーマツ

　
指定有限責任社員　

業務執行社員
　公認会計士 上楽　光之　　印

　
指定有限責任社員　

業務執行社員
　公認会計士 加藤　博久　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クロタニ

コーポレーションの平成23年９月１日から平成24年８月31日までの第27期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年９月

１日から平成23年11月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期

財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クロタニコーポレーションの平成23年11月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  以　上

  （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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